
銀の馬車道ウォーキング＆サイクリングマップ（英語版）作成業務

企画提案コンペ実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、「銀の馬車道ウォーキング＆サイクリングマップ（英語版）作成

業務委託（以下「業務委託」という。）に係る企画提案コンペの実施に関して、必要

な事項を定める。

（業務委託の内容）

第２条 委託事業の内容は、別途定める『銀の馬車道ウォーキング＆サイクリングマッ

プ（英語版）作成業務企画提案コンペ実施要領』（以下「実施要領」という。）のとお

りとする。

（予算額）

第３条 委託金額については 2,140,000円（消費税額を含む）を上限とする。

（合議制審査機関の設置）

第４条 銀の馬車道ウォーキング＆サイクリングマップ（英語版）作成業務の委託事業

者を企画提案コンペ方式により選定するに当たり、透明性及び公平性を確保して審査

するため、『銀の馬車道ウォーキング＆サイクリングマップ（英語版）作成業務企画

提案コンペ審査会』（以下「審査会」という。）を設置する。

２ 審査会の組織及び運営方法については別に定める。

（企画提案コンペ参加資格及び募集方法）

第５条 企画提案コンペ参加資格及び募集方法は、実施要領で定めたとおりとする。

（企画提案に必要な書類等）

第６条 企画提案に必要な書類は、実施要領で定めたとおりとする。

（契約相手方の特定）

第７条 契約相手方の特定に当たっては、審査会の審議を経ることとする。

２ コンペ参加者に対し業務に関する企画書の提出を求め、次条に定める評価基準及び

審査方法によりその内容を審査し、契約相手方を特定する。

（審査基準及び審査方法）

第８条 契約相手方の特定に当たっての評価基準及び審査方法は、『「銀の馬車道ウォー

キング＆サイクリングマップ（英語版）作成業務委託事業者選定に係る企画提案コン

ペ審査要領』のとおりとする。

（事務局）

第９条 この企画提案コンペの実施に係る事務局は、銀の馬車道ネットワーク協議会事

務局（兵庫県中播磨県民センター県民躍動室県民課（産業観光担当）内）に置く。

（その他）

第１０条 参加者からの提出書類は返却しない。

２ 企画提案コンペの参加に係る一切の費用は、参加者の負担とする。

３ この要綱に定めるもののほか、企画提案コンペの実施に必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、令和７年 11月 25日から施行する。


